
佐貫クラブ規約  

 

第第第第 1111 章章章章    総総総総    則則則則    

（名称・事務所） 

第１条 本クラブは、「佐貫クラブ」(以下「クラブ」という)と称し、事務所（事務局）を千葉県富津

市鶴岡９８８番、富津市立佐貫小学校内佐貫クラブハウスに置く。 

 

第第第第 2222 章章章章    目的及目的及目的及目的及びびびび事業事業事業事業    

（目的） 

第第第第 2222 条条条条    クラブは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポー 

ツ活動・文化活動に参加できる環境を目指し、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的と

する。 

（事業） 

第第第第 3333 条条条条    クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)  定期的なスポーツ活動およびスポーツ教室の実施 

 (2)  文化活動の実施 

 (3)  会員親睦のための行事の実施 

 (4)  地域住民のスポーツ・文化活動に関する支援 

 (5)  その他、本クラブの目的達成のために必要な事業 

    

第第第第 3333 章章章章    会会会会    員員員員    

（入会資格） 

第第第第 4444 条条条条 会員の入会については、クラブの目的に賛同し、本クラブの定める諸規定を遵守するもの及

び運営委員会において承認されたものをもって構成する。 

（種別） 

第第第第５５５５条条条条    本クラブの会員は、次のものをもって構成する。 

 (1)  一般会員（個人会員及び家族会員） 

 (2)  賛助会員 

（入会、退会手続） 

第第第第６６６６条条条条    入会を希望するものは、所定の入会申込書によって申し込むものとする。 

２ 退会については、年度当初に継続の手続きを取らない場合、退会とみなす。 

（会費） 

第第第第７７７７条条条条    会費とは次のものをいう。 

 (1) 入会金 

  (2) 年会費 

  (3) 参加費 

２ 会員は、附則別表に定める会費を納入するものとする。 

 （会費の不返還） 

第第第第８８８８条条条条 既納の会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。    

 

第第第第４４４４章章章章        役役役役    員員員員    

（役員） 

第第第第９９９９条条条条 本クラブには次の役員を置く。 

 (1)  会長     １名 

  (2) 副会長    ２名   



 (3) 運営委員  若干名 

 (4) 会計     ２名 

  (5) 監事     ２名 

 （選任） 

第第第第１０１０１０１０条条条条 会長、副会長、運営委員及び会計は、総会において会員の中から選任する。 

２ 監事は、会員の中から会長が指名し、総会において承認を得る。ただし、監事は役員を兼ねるこ

とができない。 

（職務） 

第第第第１１１１１１１１条条条条 役員の職務は次のとおりとする。 

(1) 会長は、本クラブを代表し、その業務を統括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。 

(3) 運営委員は、運営委員会を構成し、本クラブの業務を執行するとともに、事業を分担し、 

第１６条に掲げる部会を統括する。 

(4) 会計は、本クラブの会計事務にあたる。 

(5) 監事は、本クラブの業務執行の状況及び財産の状況を監査し、必要に応じ監査報告を行 

う。 

（任期等） 

第第第第１２１２１２１２条条条条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。また、補充によって就任した役員

の任期は、それぞれの前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第第第第１３１３１３１３条条条条 本クラブに、事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長その他の担当者を置く。 

３ 事務局長及びその他の担当者は会長が任命する。 

 

第第第第５５５５章章章章    総総総総    会会会会    

（総会） 

第第第第１４１４１４１４条条条条 総会は、通常年１回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催す

ることができる。 

２ 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

(2) 事業報告及び収支決算 

(3) 役員の選任又は解任 

(4) 規約、細則その他の業務上必要な諸規定の制定、改廃 

(5) その他、必要と認める事項 

３ 総会は１８歳以上の会員の２分の１以上（委任状を含む）の出席をもって成立し、議事は出席者

の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 総会の議長は、会長の指名するものがこれにあたる。 

 

第第第第６６６６章章章章        運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会    

（運営委員会） 

第第第第１５１５１５１５条条条条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員、会計、事務局長をもって構成する。 

２ 運営委員会は、次の事項を議決する。 

    (1) 会長より諮問された事項 

    (2) その他、クラブ運営に関する事項 

３ 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催し、議長となる。 

４ 運営委員会は委員の２分の１以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、



可否同数のときは、議長が決するところによる。 

 

第第第第７７７７章章章章        部部部部    会会会会    

（部会） 

第第第第１６１６１６１６条条条条 本クラブに次の部会を設置し、各部会長がそれぞれの部会を招集し、議長となる。 

   (1) 事業部会：スポーツ教室及び文化教室の実施、全体イベントの計画立案 

  (2) 広報部会： 広報活動 

２ 各部会は、本クラブのそれぞれの具体的な事業を計画し、その実施にあたる。 

３ 各部会は、部会長１名、副部会長１名及び部員若干名をもって構成する。 

４ 各部会長及び副部会長は、運営委員がこれにあたる。部員は、部会長がこれを選任する。 

５ 部会長は、部会を総括し、その協議内容を運営委員会に報告する。 

６ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時はその職務を代行する。 

    

第第第第８８８８章章章章        アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー    

（アドバイザー） 

第第第第１７１７１７１７条条条条 本クラブにアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは運営委員会において選任する。 

３ アドバイザーは運営委員会において、意見を述べることができる。 

 

第第第第９９９９章章章章    会会会会    計計計計    

（資産） 

第第第第１８１８１８１８条条条条 本クラブの資金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

    (1)  入会金、年会費 

    (2) 参加費、事業等の収入 

    (3) 国、県、市等からの補助金 

    (4) 寄付金、協賛金 

    (5) その他の収入 

（事業年度） 

第第第第１９１９１９１９条条条条    本クラブの事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

    

第第第第１０１０１０１０章章章章    事故事故事故事故のののの責任責任責任責任    

（事故の責任） 

第第第第２０２０２０２０条条条条    会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規程及び施設管理規程並びに指導者の

指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が発生

しても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。 

（保険の加入） 

第第第第２１２１２１２１条条条条    会員は、本クラブ所定のスポーツ保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動

中の傷害及び損害賠償等については当該保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活

動中の事故については一切の責任を負わない。 

 

第第第第１１１１１１１１章章章章    細細細細    則則則則    

（細則） 

第第第第２２２２２２２２条条条条    本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の議決を経て、総会にて承

認を得る。 

（規約の改正） 

第第第第２３２３２３２３条条条条    この規約は、総会の議決により随時改正することができる。 



附 則 

1. この規約は、平成２３年２月２０日から施行する。 

2.  このクラブの設立当初の役員の任期は、第１２条の規定にかかわらず、成立の日から平成２４

年３月３１日までとする。 

3. このクラブの設立当初の事業年度は、第１９条の規定にかかわらず、成立の日から平成２４年

３月３１日までとする。 

 

別表第１（第７条） 

 （１）会費 

区分 一般会員（個人） 一般会員（家族） 賛助会員 

入会金   ５００円    ５００円  

年会費  １，０００円  ２，０００円  

参加費 種目ごとに別に定める。 

（備考） 

・非会員の参加費は、種目ごとに別に定める。 

 

 （２）納入時期 

     ・入会金は、クラブへの新規加入登録時に納入するものとする。 

     ・年会費は、クラブへの新規加入登録時並びに年度更新登録時に納入するものとする。 

     ・参加費は、クラブ活動参加ごとに納入するものとする。 

別表第２（第２１条） 

（１）スポーツ安全保険 

          ・会員は、入会時並びに更新登録時にクラブ所定のスポーツ保険（スポーツ安全保険） 

に加入し、会費の他に次の保険料を納入するものとする。 

区分 一般会員（６５歳未満） 一般会員（６５歳以上） 一般会員（中学生以下） 

スポーツ安全保険 １，６００円    ８００円     ６００円 

（備考） 

・保険期間は、毎年度４月１日から３月３１日までの１年間とし、年度途中での加入者は、保険加

入手続日の翌日から当該年度の３月３１日までとする。 

・途中加入及び中途脱退の場合でも、年間掛金を適用する。 

 

 


